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＊ストレスチェック法制化の社会的背景

・自殺大国と言われる日本において､自殺と精神（メンタル）疾患の関連性が強いことから､厚生労働省ではメンタル
ヘルスへの取り組みに力をいれてきました。
・メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合は､平成23 年の43.6％から､平成24 年には47.2％に増えてい
ますが､従業員数が50 人未満の小規模事業場においては､依然として取組が遅れているなど､総合的なメンタルヘ
ルス対策の必要性は引き続き高く､特に小規模事業場における対策の促進が必要とされています。

（2013年12月厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会報告より）

＊メンタルヘルス対策に取り組まない理由

「必要性を感じない」をあげる事業所の割合が42.2%ともっとも高く､次いで「専門スタッフがいない」が35.5%
「取り組み方が分からない」が31.0%となっています。

過去1年間にメンタルヘルス不調で1カ月以上の休職または退職した労働者の有無と､取り組んでいない
理由の関係をみると､休職・退職者がいない事業所では46.5%と約半数が「必要性を感じていない」を理由
に挙げ､休職・退職者がいるところでは「取り組み方がわからない」が52.1%と過半数に達し､次いで「専門ス
タッフがいない」（45.9%）が続く。また､休職者・退職者がいても21.5%の事業所が「必要性を感じない」とし
てメンタルヘルスケアに取り組んでいないのが目立つ。
（H23年6月23日（独）労働政策研究所・研究機構調査より）

＊企業がメンタルヘルス対策に取り組む理由

・企業パフォーマンスへの影響（64.9%の企業が「密接に関係がある」「関係がある」と回答）
（H23年6月23日（独）労働政策研究所・研究機構調査より）



平成２２年１２月 労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」
平成２３年１０月 安全衛生分科会に「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」を諮問・答申
平成２３年１２月 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を臨時国会に提出
平成２４年１１月 臨時国会でも継続審議となっていたが､解散により廃案

【平成２６年通常国会への法案提出に向けての流れ】

平成２５年１２月 労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表。
平成２６年１月 安全衛生分科会に「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」を諮問
平成２６年２月 安全衛生分科会から「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」への答申

「企業規模を問わず､全労働者にストレスチェックの義務化」

この時の法案では「精神的健康の状態を把握するための検査」という表記でした。

【 ２４年の法案提出までの概略】

この時の法案では「心理的負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）」という表記に
代わっています。⇒精神障害の労災認定基準と大きな関連があります。

平成２６年3月13日国会へ法案提出。4月9日参議院通過。
平成２６年6月19日 衆議院で可決され､法案成立！

平成２６年6月25日公布されました⇒平成２７年12月1日施行。

労働安全衛生法改正ストレスチェック法制化の経緯



旧
（健康診断）
第六十六条 事業者は､労働者に対し､厚生労働省令で定めるところにより､医師に
よる健康診断を行なわなければならない。

新（今回成立した労働安全衛生法の一部）
（健康診断）
第六十六条 事業者は､労働者に対し､厚生労働省令で定めるところにより､医師に

よる健康診断（第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条
において同じ。）を行わなければならない。

第六十六条の十第一項とは､ストレスチェックの事です。

つまり､ストレスチェックを健康診断の項目から除くということ
になります。

健康診断に関する部分の労働安全衛生法も改正されました！



改正安衛法
（心理的な負担の程度を把握するための検査等）【新設】

第六十六条の十 事業者は､労働者に対し､厚生労働省令で定めるところにより､医師､保健師その他の厚生労働省令で
定める者（以下この条において「医師等」という。）による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければ
ならない。

２ 事業者は､前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し､厚生労働省令で定めるところにより､当該検査を行った

医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において､当該医師等は､あらかじめ当
該検査を受けた労働者の同意を得ないで､当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

３ 事業者は､前項の規定による通知を受けた労働者であって､心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して

厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは､当該
申出をした労働者に対し､厚生労働省令で定めるところにより､医師による面接指導を行わなければならない。この場
合において､事業者は､労働者が当該申出をしたことを理由として､当該労働者に対し､不利益な取扱いをしてはならな
い。

４ 事業者は､厚生労働省令で定めるところにより､前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

５ 事業者は､第三項の規定による面接指導の結果に基づき､当該労働者の健康を保持するために必要な措置について､
厚生労働省令で定めるところにより､医師の意見を聴かなければならない。

６ 事業者は､前項の規定による医師の意見を勘案し､その必要があると認めるときは､当該労働者の実情を考慮して､就

業場所の変更､作業の転換､労働時間の短縮､深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか､当該医師の意見の衛生
委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければなら
ない。

７ 厚生労働大臣は､前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する
ものとする。

８ 厚生労働大臣は､前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは､事業者又はその団体に対し､当該
指針に関し必要な指導等を行うことができる。

９ 国は､心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する

研修を実施するよう努めるとともに､第二項の規定により通知された検査の結果を利用する
労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進
するための措置を講ずるよう努めるものとする。



改正安衛法に基づくＳＣの概要①
• 労働者に対して､医師､保健師等による検査を1年に1回以上実施する。

– 労働者自身によるセルフケア及び職場環境改善を通じメンタルヘルス不調の未然防止を図る
一次予防を目的としたもので､不調者の発見が一義的な目的ではない

– ５０人未満の事業場は当分の間､努力義務

– ＳＣを一般定期健康診断と同時に実施する場合は､ＳＣには労働者に検査を受ける義務がな
いことに留意

– 労働者の範囲は､一般定期健康診断の対象者と同様

– 派遣労働者については個人対応については､法令上､雇用関係を有する派遣元が実施義務を
負う。集団対応については､実際に労働者が働く職場を管理する派遣先の努力義務とする。

• 具体的なＳＣの項目
– 法に基づく最低要件として､「仕事のストレス要因」､「心身のストレス反応」及び「周囲のサポー

ト」の３領域に関する項目が必要

– 国が示す標準的な項目「職業性ストレス簡易調査票(５７項目)」を参考に衛生委員会で審議の
上で各々の判断で項目を選定することができる

• 本人の気づきを促す方法
– 個人のストレスプロフィールをレーダーチャートで示すなど､分かりやすい方法を用いる

• 結果は直接本人に通知､本人の同意なく事業者に提供は禁止
– ＳＣの実施前又は実施時に労働者の同意を取得してはならない､

本人にＳＣ結果を通知した後に同意を取得しなければならない｡

– 労働者が､事業者に対して面接指導の申出を行った場合には､その申出をもって
ＳＣ結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えない｡

後程後程

後程



改正安衛法に基づくＳＣの概要②
• 高ストレス者等に該当する者から申出があった場合､医師による面接指導を実施

– 面接指導対象者の把握方法
• 当該労働者から個人のＳＣ結果の提出を求める

• ＳＣ実施者に当該労働者の該当の有無を確認する

– 面接指導結果の事業者への提供
• 医師が事業者に情報提供する際は､原則､就業上の措置の内容及び就業上の措置を講じる上で医師が必要と判断する最低

限の情報に限定し､具体的な病名､愁訴の具体的な内容などの詳細な医学的情報は事業者に提供すべきではない

• 面接指導結果の取扱い（利用目的､共有の方法・範囲､労働者に対する不利益取扱いの防止等）について､衛生委員会等で
審議した上で､各事業場での取扱いを内部規定として策定する

• 面接指導申出を理由とする不利益な取り扱いは禁止

• 面接指導結果に基づき､医師の意見聴取し就業上の措置を講じる
– 医師から必要な措置について意見を聴くに当たっては､面接指導実施後遅滞なく､就業上の措置

の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴く｡
• 例えば､右表に基づく就業区分及びその内容に関する医師の判断

• 必要に応じ､職場環境の改善に関する意見

– 医師の意見を衛生委員会若しくは安全衛生 委員会又は労働時間等設定改善委
員会へ報告その他の適切な措置を行う｡

– 就業上の措置を決定する場合､労働者の意見
を聴き､十分な話し合いを通じてその労働者の
了解が得られるよう努める｡労働者に対する不
利益な取扱いにつながらないように留意するこ
と。意見を聴くに当たっては､必要に応じて､当該事業場の産業医等の同席
の下に行うことが適当である。



改正安衛法に基づくＳＣの概要③

• 集団的な分析と職場環境改善

– 努力義務。

– 労働者の同意なく事業者が把握可能。

– 実施単位１０人以下は全員の同意がないと
集団的分析結果を事業者に提供できない｡

• 会社は実施報告を監督署に行う

• ＳＣ結果の記録・保存は5年間

• 面接指導の結果の記録も５年間保存

厚労省の
並々なら
ぬ執念？



職業性ストレス調査票の57
項目が適切でとされてます。
（9月12日厚労省報道発表）

希望者について
のみ実施～不利
益扱い禁止

同意を
得ること
なく取得
可～不
利益扱
い禁止

施行日 平成27年12月



2014年11月28日開催 第4回ＳＣ制度に関わ

る情報管理および不利益取り扱い等に関す
る検討会 資料（12月3日発表)

このフローの大きなポイント！

衛生委員会での調査審議が必要

衛生委員会の議事録は3年間の
保存義務あり！

衛生委員会未設置
＜50万以下の罰金＞

衛生委員会議事録未保存
＜50万以下の罰金＞



指針による衛生委員会等における調査審議

• ＳＣ制度に関する基本方針を表明。

• 調査審議の結果を踏まえ､事業場におけるＳＣ制度の実施に関す
る規程を定め､これをあらかじめ労働者に対して周知。
 次に掲げる事項を含めること。

1. ＳＣ制度の目的に係る周知方法

2. ＳＣ制度の実施体制・実施者､共同実施者・実施代表者､その他の実施事務従事者の選
任､明示等。

3. ＳＣ制度の実施方法・使用する調査票､高ストレス者の選定基準､ＳＣの実施頻度・時期､
面接指導申出方法等。

4. ＳＣ結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法

5. ＳＣの受検の有無の情報の取扱い

6. ＳＣ結果の記録の保存方法

7. ＳＣ､面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法

8. ＳＣ､面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報開示追加及び削除の方法

9. ＳＣ､面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報取扱いに関する苦情の処理方法

10. 労働者がＳＣを受けないことを選択できること

11. 労働者に対する不利益な取扱いの防止



５０人未満だからと何もしなくても良いのか？
• メンタルヘルスの判例も年々､企業にとって厳しくなっている

– 中小企業でも無料で活用できる事業場外資源
• 厚生労働省委託事業「こころの耳」 ：ＳＣ､ｅラーニング活用､５分でできる職場のＳＣ

• 産業保健総合支援センター：研修､企業への個別訪問支援､５０人未満の事業場の相談対応



職業性ストレス簡易調査票の概要

• 平成7年～11年度労働省委託研究「作業関連疾病の
予防に関する研究」の研究成果

• 設問数57問と少なく､約10分で回答可
– ＳＣ制度では､中小企業向けにより簡易な

項目も示される予定

• 約2万5千人（男性15,933人､女性8,447人）の

データを基準

• ３つの領域から構成されている
– 仕事のストレス要因

– 心身のストレス反応

– 周囲のサポート

• 評価結果
– 個人のＳＣ結果：ストレスプロフィール

– 高ストレス者の選定：今後国が示す予定

– 組織のＳＣ結果（集団的分析）

– 仕事のストレス判定図（総合健康リスク）



ストレスプロフィール（個人結果例）
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ＳＣから事後措置までの流れ



改正法の要件を満たすＳＣの纏め

①医師または保健師等による
検査であること

↓
検査を実施した､医師または
保健師等の記名押印などが

必要

②職業性ストレス簡易調査票の
57項目を推奨（平成26年9月12
日厚労省発表）

③「ストレスの程度」の検査であ
り､うつ病のスクリーニング検査
ではないこと。

④検査をした医師または保健師
等から､従業員へ結果を通知す
る。

↓
検査実施者（機関）にて個別に

密封し従業員へ結果通知

⑤本人の同意なしで､検査結果
を企業へ通知できない。

↓
検査を実施した医師または保健
師等（医療機関）が検査結果を

保存することになる

⑥医師の面接指導体制が整っ
ていること（企業責任で面接指

導体制の整備）

⑧50人以上の企業の全従業員
へ１年に１回実施

★50人未満の企業では「当面」
努力義務→遅かれ早かれ義務
化される見込み。
★2015年12月1日施行。

当初は法案66条の10の2として「労

働者は検査を受けなければならな
いものとする」と定められていたが､
自民党厚生労働部会で削除された
形に法案が修正された。

⑨健康診断の項目として実施しているものではないこと！！

改正法：第六十六条第一項中「を行なわなければ」を「（第六十六条
の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において
同じ。）を行わなければ」に改める。

⑦職場ごとのストレスの状況を
事業者が把握し､職場環境の改
善を図る仕組みが構築できるこ
と。（2014年国会における衆参

両議院厚生労働委員会附帯決
議事項）



・良い職場への適切な評価制度
・問題職場の洗い出しと改善
（注：職場のストレス診断を実施した場合）

数値による経年的な
改善効果の測定

・ハイリスク者数
・健康リスク値
・休職者数
・退職者数 等

当たり前ですが
社会（顧客）､従業員
からの信頼や評判を
担保するためにも､

「法令順守」「ＣＳＲ」

メリット①：信用信頼 メリット②：デジタルなデータ分析と効果測定

「年収３００万の従業員」
↓

半年休職
↓

「企業は約６００万円の
損失」

※株式会社保健同人社による試算

メリット③：経済損失防止

メンタル不調からの休職者減少

人材の流出防止

メリット④：人材確保

採用で有利

いい会社度をデジ
タルに解析

社員による会社評価というサイトがあるのをご存知ですか？
VORKERS
http://www.vorkers.com/?top_q=1

ＳＣを実施する企業のメリット



第2部

ストレスチェックの実際



★ＳＣは､２Wayの措置が必要
★ＳＣでわかること

⇒個人と職場のストレス因子､ストレス反応､ストレス緩衝因子

個人のＳＣの実施 結果返却
必要に応じ医師面
談と就業措置

個別フォロー

組織のストレス
診断の実施

結果説明
職場環境改善

の提案

・セルフケア研修 ・相談窓口の設置 ・個別カウンセリング 等

個人のＳＣ

組織のストレス診断

Do

Check

Action

Plan

・物理的ストレス要因
（作業環境等）の改善

・管理職研修
・セルフケア研修
・規則規程類の整備､ルール作り
・人事制度の見直し 等

ＰＤＣＡサイ
クルの運用
支援

ハイリスク者については､業務起因性の有無の判断が重要！

「ＳＣ制度については､労働者個人が特定されずに職場ごとのス
トレスの状況を事業者が把握し､職場環境の改善を図る仕組み
を検討すること。
※2014年法案成立時の､衆参両議院での附帯決議内容

個人のＳＣは､個人のストレスへ
の気付きを促す為に実施します。

働きやすい職場環境を作るために､職場が個人に与えているストレス因子を調
査し､職場のストレスを減らす為の改善を実施します。



2014年11月28日開催 第4回ＳＣ制度に関わ

る情報管理および不利益取り扱い等に関す
る検討会 資料（12月3日発表)

このフローの大きなポイント！

衛生委員会での調査審議が必要

衛生委員会の議事録は3年間の
保存義務あり！

衛生委員会未設置
＜50万以下の罰金＞

衛生委員会議事録未保存
＜50万以下の罰金＞



質問表



＊Well診断の個人のＳＣ結果通知 サンプル

Ｗｅｌｌ診断は､行政が求めている結果通知の要件を全て満たしています
①レーダーチャートなどでわかりやすい方法を用いること。
②医師又は保健師による検査であることから､医師等の記名押印が必要。
③高ストレス者である場合は､面接指導対象者であることを通知すること.
④事業者への面接指導申出の方法（事業場ないの担当者）
⑤ストレスへの気付きを促し､セルフケアへのアドバイスを伝えること
⑥相談窓口に関する情報提供をすること。

※ストレスに特に関連の強いとされる9項目からハイリスク者を
選別し､面接指導 の要否を医師が判定し､署名・押印をします。
御社産業医で対応ができない場合は､ご相談下さい。

※従業員のための相談窓口（有償）をご提供しています。
⇒労基対策､安全配慮義務を果たす為には､必須です！

※個別のコメントを丁寧にわかりやすく付記しています。

面接指導の窓口以外の相
談窓口の情報提供



＊Well診断による職場のストレス診断レポート サンプル

①

①職場の健康リスクを算出します。
健康リスクの全国平均値は１００です。１００より大きい値だと､健康状態が

全国平均より悪い､ 値が１００未満なら､健康状態が全国平均より良いという
ことになります。 健康リスク値が120以上になると､健康問題（メンタル不調
者）の発生する確率が高くなると言われています。

②

②ストレス状況を標準化点で評価します。
全国平均点および､同業種の全国平均値と比較して､標準化点
（５段階評価）のレーダーチャートで表示します。

職場単位でのレポートの場合は､組織の平均および全国平均と
比較したレーダーチャートを表示します。

※各全国平均値は､
平成21-23年度厚生労働
科学研究費補助金
（労働安全衛生総合研究事業）
「労働者のメンタルヘルス不調の
第一次予防の浸透手法に関する
調査研究」として､2012年2月に
公開されたデータを用いています。

厚生労働省の
職場のストレス診断結
果もご提供可能です。



Well診断による職場のストレス診断レポート サンプル（裏）

③

③ストレス反応､影響を与える他の因子の
標準化点を､全国平均点および同業種の全国平
均と比較し､レーダーチャートで表示します。
職場単位の場合は､組織の平均値及び全国平均

と比較したレーダーチャートを表示します。

④

④ 職場のハイリスク者数と出現率をお
知らせいたします。
ハイリスク者とは､ストレスに特に関連の強い9項目を３つのカテゴ
リー（疲労・不安・抑うつ）に分け､基準値を超えている者です。

ハイリスク者を放置すると､メンタル不調からの休職､他の複合要
因によっては､退職をしてしまったり､最悪の場合は､自殺に至る可
能性が他の方よりも高いとされています。
ハイリスク者には､早期の介入が望まれます。



※Well診断による職場のストレスリスク一覧表サンプル
全職場の仕事の健康リスク（仕事の量､仕事のコントロール）､職場支援の健康リスク（上司の支援､同僚の支援）､総合的な健康リスク､およびハイリスク者数と

ハイリスク者出現率を一覧で表示することで､組織全体の横断的な把握と比較が可能となります。

ハイリスク者
ハイリスク者出現率
超ハイリスク者 を

数値データでお知らせ
します。

部署毎の健康リスクを数
値データでお知らせします。
１２０を超えると､なんらか
の健康問題が発生する可
能性が高いとされていま
す。



集団分析結果から改善への着眼点！

全国平均や会社平均と大きな違いがある部署や属性に
着目する。

良い部署と悪い部署の違いに着目する。

人事､部署の管理職､従業員から聞き取りする。

勤怠記録や他の調査結果と比較する。

会社の強みを見つけ､伸ばす視点で。

悪い結果だけを直に指摘しない。結果から断定しない。

会社で良い取組みや改善活動を共有したり､表彰する。



【Ｗｅｌｌ診断の活用術､3つのStatus】
Status1:「＜超＞ハイリスク者への早期介入」

超ハイリスク者とは､ストレスに関連の強い「疲労」「不安」「抑うつ」（小分類9項目を中分類した
もの）の3つの尺度全てにおいて､基準値を超えている者で､メンタルヘルス不調に陥る可能性が特
に高く､いつ休職や退職､また問題行動を起こしてもおかしくない人です。

WFJではハイリスク者の中から､さらに「超ハイリスク者」を区分し､早期介入と個別事例に応じた
適切な対応を､人事労務管理の側面から支援します。

Status2：「ハイリスク者数を把握し､出現数減少を徹底する」
ハイリスク者は､メンタルヘルス不調に陥る可能性が高いとされています。よって､ハイリスク者の実

態（出現状況､出現原因等）をデジタルに把握､分析し､ハイリスク者数（ひいては､メンタルヘルス
不調者数）を減らすための組織的な取組を支援しPDCAサイクルを回します。

Status3：「健康リスク値を把握し､改善する」
従業員が受けている仕事でのストレスは､健康リスク値である程度把握､評価することができます。

個別事情を勘案した職場環境改善のための具体的な取組を我々は支援しています。

メンタルヘルス不調者を

「出さない」「増やさない」ための､Well診断 Method



＊労働安全衛生法改正によるＳＣ義務化とWell診断ご利用の【メリット】

①低価格で効果的なＳＣの導入
• 厚生労働省の研究班の成果物である､「職業性ストレス簡易調査票」をわかりやすく改善しました。
• 「職業性ストレス簡易調査票」は我が国で一番ポピュラーで､厚生労働省お墨付きのＳＣです。
• 法改正のＳＣも､職業性ストレス簡易調査票を基本とし検討されています。
• ストレスの反応だけではなく､仕事上のストレス要因､ストレス反応､および修飾要因が同時に測定できる､多軸的

な調査票のため､ストレスの原因を解明し､改善につなげることが可能です。
• 回答に要する時間は､約10分で､あらゆる職種で簡便に使用できます。

②改正労働安全衛生法の要件を満たしています
• 健康診断とは別な枠組みでの運用が可能です。
• 御社内に産業医がいない場合､法の要件である「医師または保健師等」によるＳＣの実施が可能。
• 法改正の要件どおり､検査結果は検査機関にて密封の上､従業員に通知します。
• 面接を申し出た従業員への医師による面接体制もご提供可能です。（医師の面接費用は別途発生）

③労基対策も万全
• ＳＣ受診状況名簿を発行します。※この名簿は､個人の検査結果データは掲載されていません。
• 10名以上の企業様へは､事業所全体を一括りとしたストレス状況を把握する「職場のストレス診断」がパッケージ

になっています。
• 貴事業所のメンタルヘルス・ハイリスク者の人数をお知らせいたします。
• 規程､規則､記録等､およそ労基がチェックしそうな内容を押さえて必要な書類を事前に策定します。

④オプション多数
• 職場環境改善への取組支援 ・相談窓口のご提供 ・規則や規程類の法改正適合性チェックと改訂

及び運用支援 ・精神保健福祉士､臨床心理士､カウンセラー等の派遣 ・産業医や精神科医のご紹介
・研修実施（管理職研修､セルフケア研修､ハラスメント研修､新入社員研修､コミュニケーション研修等



顧 問 亀田 高志
株式会社産業医大ソリューションズ代表取締役社長・医師
【略歴】1991年産業医科大学医学部卒業後､NKK（現JFEスチール）､日本アイ・
ビー・エムやIBM Asia Pacificの産業医､産業医科大学講師を経て､2006年10
月に産業医科大学による（株）産業医大ソリューションズ設立に伴い現職。

一般社団法人ウエルフルジャパンの顧問体制

誰しもが認める､我が国のメンタルヘルス・コンサルタントの第一人者。
職場の健康対策の構築を専門とし､企業の目線に立ったコンサルティングサービスと研修､講演や執筆活動を手
がけている。
メンタルヘルス相談機関であるEAP（従業員支援プログラム）の活用やゆとり世代等の若手問題の防止や育

成､さらには危機管理における健康確保対策や高齢者就労における課題と対策にも詳しい。著書は「人事担当
者のためのメンタルヘルス復職支援」(労務行政), 「できるリーダーは部下のうつに立ち向かう」(日経BP), 「でき
る社員の健康管理術」（東洋経済新報社）などがある。

顧 問 吉川 徹
公益財団法人労働科学研究所副所長・医師
同 国際協力センター・センター長
同 研究部 働く人の多様性研究Ｇ・グループ長
日本産業衛生学会産業衛生専門医・指導医

【略歴】1996年産業医科大学医学部卒業。専門は産業安全保健､国際保健。人間工学､産業精神保健学等の

知見を応用した職場環境改善関する研究・実務や､国際産業保健に関する共同研究に参加。医療機関の勤務
環境改善システムを含む医療介護総合支援法案に関する厚生労働省の調査研究事業・担当委員､日本医師
会勤務医の健康支援検討委員会委員を努め､全国社会保険労務士連合会が昨今力をいれている医療労務コ
ンサルタント研修事業に関連した研究成果を公表している。



法改正施行前のＳＣ実施特典
□一事業所につき､５名までＳＣお試し実施が可能
□ ６人目からは､個人のＳＣをトライアル価格でご提供６００円/人（定価800円/人）

（無料実施とトライアル価格では､医師の判定（記名､押印）はありません。）
※㈲働きがい研究所では､法改正施行前にＳＣをトライアル的に実施し､本番に備える事をお勧めしています。

法改正施行前のＳＣ実施特典
□一事業所につき､５名までＳＣお試し実施が可能
□ ６人目からは､個人のＳＣをトライアル価格でご提供６００円/人（定価800円/人）

（無料実施とトライアル価格では､医師の判定（記名､押印）はありません。）
※㈲働きがい研究所では､法改正施行前にＳＣをトライアル的に実施し､本番に備える事をお勧めしています。

WFJが選ばれる理由
個人､組織のストレスの軽減方法について､的確に助言し､改善につなげている。
助成金活用など､費用をかけずに導入・運用する方法を助言している。
✓メンタルヘルス不調者を「出さない」「減らす」ために有効に機能するＳＣを開発し活用している。
✓Well診断の個人結果通知がわかりやすいと評判で､一部上場の大手企業でも採用されている。
✓組織の問題点や改善効果を数値化し「見える化」するので､企業担当者が理解しやすく効果測定ができる。
✓手頃な､納得ゆく料金体系である。
✓メンタルヘルス対策の専門家による支援と､問題解決策の提供ができる。
✓社会保険労務士が連携し､メンタルヘルス対策に関する人事労務管理からの働きかけを展開している。
✓様々な研修を経験豊富な講師陣が良心的な費用で実施している。
✓従業員のための相談窓口提供やセルフケア小冊子､採用時の適正検査､労務監査など､幅広く対応可能
✓メンタルヘルスに関連する規則・規程類を標準化し提供している。（労基対策に必須です）
✓データは､全国3か所（東京､北海道､沖縄）のサーバーでバックアップを取っているため管理・保守・安全管
理面で安心できる。
✓全国ネットを確立しているため､支店等が全国に展開されてる場合でも､全社統一のサービスを提供。
✓メンタルヘルスの我が国の第一人者を顧問を擁し､最先端の専門的技術､手法､情報､経験を持っている。
✓導入から計画立案､関係者との調整､運用支援､結果・効果測定と改善提案まで､ワンストップの支。



ＳＣ制度で国が定める会社がやること10か条！
2014年12月17日厚労省検討会資料より

事業者の方針表明 ＳＣへの取り組みを明文化！

衛生委員会での調査審議
ＳＣ制度導入運用について､国が定める
約３０項目にわたる詳細を審議しなくてはなりません！！

社内規程類の整備
衛生委員会で審議した､３０項目以上にわたる詳細を
社内規定にしなくてはなりません！！

従業員周知と情報提供
ＳＣ制度への理解を促し､事業所の方針を周知しなくてはなりませ
ん！

ＳＣの実施
職業性ストレス簡易調査票の57項目を実施し､個人の
結果通知時に６要件を満たさなくてはなりません！

医師面接指導の実施
面接指導対象者で希望した者に面接指導を実施
しなくてはなりません！費用は会社負担です！

医師からの意見聴取と就業
措置

国が定めた項目について医師から聴取し､
必要に応じ､就業措置を実施しなくてはなりません！

集団的分析と評価
ＳＣのデータを集計・分析します。
国が､努力義務として定めています！

職場環境改善
メンタルヘルス不調者の出ない職場環境づくりはもとより､従業員
の生産性や定着率､満足度を向上させます。

労働規準監督署報告
国が指定する４項目について､労働基準監督署へ報告しなくては､
なりません！



Ｗｅｌｌ診断 実施スケジュールの例





ストレスチェック導入支援サービス

事業者の方針表明

衛生委員会での調査審議

会社がやること10か条を完全サポート！

社内規程類の整備

従業員周知と情報提供

ストレスチェックの実施

医師面接指導の実施

医師の意見聴取と就業措置

集団的分析と評価

職場環境改善

労働規準監督署報告

社会的背景などのリード文を盛り込んだ「説得力のある」事業者の方針表明文書を策定します！

国が定める約３０項目にわたる詳細を一つづつ丁寧にヒアリングし、実務ベースに落とし込むとともに、衛生
委員会議の会議資料を作成します。必要に応じ、衛生委員会に出席し、内容説明をします。

衛生委員会で審議した、３０項目以上にわたる詳細内容を網羅した社内規程（規定）を策定します。

ストレスチェック制度への理解を促す研修の実施や、事業所の方針の周知文書を策定します。

職業性ストレス簡易調査票の57項目を実施し、個人結果通知で必要とされる６要件を満たしたストレスチェック
「Well診断」を提供します。

メンタルヘルスに強い、精神科産業医による面接指導を受ける権利を担保できる「御守りサービス」を御提供しま
す。

国が定めた項目を完全網羅した、「リスクヘッジ型面接記録様式」を御提供するとともに、ストレスチェック制度対
応済みの、就業上の措置に関する医師の意見書の様式を提供します。

ストレスチェックのデータから組織の高リスク者数出現率（メンタルヘルス不調になる可能性の高い者）等、多
軸的な分析を実施します。

高リスク者を出さない職場環境づくりの提案や、人事労務管理を切り口としたラインケア研修やセルフケア研
修等を実施します。

国が指定する労働基準監督署への４項目を包括した集計データを御提供します。

ＷＦＪはﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策のスペシャリスト
社 労士の全国ネットワークを主宰する
一般社団法人です。

ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ制度の全工程を完全にお手
伝いできるのは、ＷＦＪ所属の㈲働きが
い研究所だけです。

日本のメンタルヘルスコンサルタントの第一人

者と言われる医師を顧問と擁する信頼できる
組織です。

【お問合せ】 橋社会保険労務士事務所 福井市西開発1丁目２５０８野阪第２ﾋﾞﾙ201
電話 ０７７６（５７）１３８０ 📩 hashi@hatarakigai.co.jp



【福岡支社】
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭3-1-15-611 

（社）ウエルフルジャパン
【大阪本店】
〒540-0026

大阪市中央区内本町2-1-19-608
℡ 06-7878-6562
http:/www.wellfull.jp/

【東京支社】
東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階
℡ 03-6869-0830



最後まで
ご清聴ありがとうございました！

ご意見､ご感想､お問い合わせは

TEL；0776（57）1380

FAX；0776（57）1370
は し は た ら き が い

MAIL;hashi@hatarakigai.co.jp
H P；

◍◍◍◍お客様の会社がうまくゆきます◍◍◍◍

㈲ 働きがい研究所

賃金(福井県の賃金相場)･退職金､就業規則､社員研修

JR町屋陸橋を東に降りて右側､茶色いビルの2階
（福井市西開発1丁目2508野坂第2ビル201）

働きがい研究所 検索
クリック！


